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平成２３年５月１日 

重要事項説明書 

 

短期入所生活介護サービスおよび「介護予防」短期入所生活介護サービス 

 

社会福祉法人 仁南会 

国 見 苑 

 

当施設はご利用者に対して短期入所生活介護サービスを提供します。当施設の概要や提供

されるサービスの内容、ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象となります。

要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

 １．短期入所生活介護の概要 

（１）短期入所生活介護のサービス提供地域 

通常のサービス提供地域  全地域（基本送迎対象地域は御所市） 

 

（２）指定基準職員体制（介護予防事業兼務） 

 ・介護職員     ２２名    ・看護職員     ３名 

 ・生活相談員     １名    ・機能訓練指導員  １名（看護職員兼務）

 ・管理栄養士     １名    ・医師             １名（嘱託） 

 

※当サービスは専用床（１５床）と併設する指定介護老人福祉施設（５９床）の入院

等で生じる空床を利用した短期入所生活介護事業です。その為、指定基準職員数は併

設する指定介護老人福祉施設の指定職員基準と合算しています。 

  

（３） 施設の設備の概要 

  ・定員       １５名（他に併設する介護老人福祉施設定員５９床の空床を利用します。） 

 

 室数 面積（㎡） 

個 室  ４   １５．７３／人 

２人室 ２５   １３．９０／人 

３人室  ４   １１．２８／人 

４人室  ２   １３．４３／人 

居室 

計 ３５   １３．０９／人 

医務室  １   ６６．９７ 

静養室  １   １８．３０ 

機能回復訓練室  １   ３４．１８ 

食堂  ８  ４０８．３３ 

浴室 

共 用 

 １   ７２．９８ 

 ① 建物の構造    鉄筋コンクリート造 ３階建 塔屋４階 

 ② 建物の延べ床面積   ３，９４８．６６㎡ 

 

・送迎車    １台（昇降式リフト車） 
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２．サービス内容 

（１）ご利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、

機能訓練及び日常生活上のお世話を行うことにより、ご利用者の社会的孤立感

の解消及び身体機能の維持並びにご利用者のご家族の身体的・精神的負担の軽

減を図ります。 

（２）ご利用者の要介護状態または要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護

状態になることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行います。 

（３）サービスの実施にあたっては、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図

り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に務めます。 

（４）心身の状況、又はご家族の疾病や冠婚葬祭及び出張等の理由、若しくはご家族

の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に居宅において日常生活

を営むのに支障がある者を対象に、短期入所生活介護を提供します。 

（５）サービス提供の際に、次の事項について留意します。 

①災害その他やむを得ない事由がある場合を除き、利用定員を超えて入所させ

 ません。 

②ご利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努めます。 

   ③感染症の発生、蔓延しないよう、必要な措置を講じます。 

④利用にあたっては、懇切丁寧を旨とし、ご利用者又はそのご家族に対して介

護上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。又、

ご利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行うと共

に、相当期間以上継続して入所するご利用者については、短期入所生活介護

計画に基づき、機能訓練及び日常生活を行う上で必要な援助を行います。 

   ⑤ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。

 □ 食事の提供 □ 送迎 □ 入浴介助  □ 日常生活介護 □生活相談 

 □ 日常動作機能訓練   □ レクリエーション □ 健康管理・チェック 

 

３．利用時のお願い 

 ご利用者はサービスの提供を受ける際に、次の事項について留意してください。 

（１）利用の休止および中止を希望する場合には、すみやかに連絡ください。また、

利用中および利用後に心身の状態に異変が生じた場合には直ちに職員・施設へ

連絡してください。 

（２）一時的な外出を希望する場合には、所定の手続きにより届け出でください。 

（３）当施設が特に必要と指定する用具備品は用意準備してください。 

（４）医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日及び利用中の健康状態を職員に

   連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意してください。

（５）施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために協力してください。 

（６）施設内で次の行為をしないでください。 

（７）宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由

を侵すこと。 

   ・けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。 

   ・施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

   ・指定した場所以外で火気を用いること。 

   ・故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。 
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４．利用料金 

（１）基本利用料（別表） 

 
①ご利用者の要介護度及び居住環境に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額

を除いた金額（自己負担額）をご負担いただきます。。（サービスの利用料金は、ご

利用者の要介護度に応じて異なります。） 
但し、介護保険法令に基づいて、保険給付を償還払い（いったんあなたが利用料の

全額を支払い、その後市町村から９割分の払い戻しを受ける方法）の方法をご希望

の場合は、お申し出ください。 
② 提供を受ける短期入所生活介護サービスが介護保険の適用を受けない部分につい

ては、利用料全額をご負担いただきます。。 
 

（２）加算（別表） 

 
①体制加算・・・介護保険法の規定により、施設のサービス体制（設備、人員配置等）

により、基本利用料に加えて一律にご負担いただきます。 
 
②個別加算・・・介護保険法の規定により、ご利用者の状態（送迎、療養食等）によ

り、基本利用料に加えて個別にご負担いただきます。 
 

（３）滞在費（別表） 

 
①個 室をご利用される場合、１日１，４５０円をご負担いただきます。 
②多床室をご利用される場合、１日  ３２０円をご負担いただきます。 
③ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に掲載して

いる負担限度額とします。（特定入所者介護サービス） 
 

（４）食費（別表） 

 

①１日あたり１，７５０円をご負担いただきます。 

（内訳 朝食：３２０円、昼食７４０円、夕食６９０円） 

②ただし、食費費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に掲載して

いる負担限度額とします。（特定入所者介護サービス） 

 

（５）交通費（別表） 

 

通常のサービスを提供する地域（御所市）にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、おたずねするための交通費が必要です。 

（送迎加算とは別です。） 

 

（６）他の利用費（別表） 

 

食費を含め日常生活に必要な用途に対してご負担いただきます。。 

なお、特に身体、医療状況で配慮が必要な場合やそれに変わるものを用意いただけ

るものに関しては職員に申しつけください。内容により徴収しない場合があります。
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（７）キャンセル料 

 

キャンセル料はいただきませんが、利用の中止や終了等の場合は、利用日の午前９

時までに必ずお電話等で連絡願います。 

 

（８）利用料金のお支払い方法 

 

料金のお支払方法は以下のとおりです。 

・あらかじめ登録した指定金融機関による口座振替方式 

・利用開始日に利用期間分相当額を現金集金方式で徴収させていただき、利用終了日

に精算する前払清算方式 

なお、他のお支払い方法をご希望の方は、お申し出ください。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

 

まずは、お電話等でお申し込みください。 

なお、 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に居宅介護支援事業者

または介護予防支援事業者とご相談ください。 

 

（２）サービス利用中の中止 

 

利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。

※以下の場合に、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

   ・ご利用者が中途退所を希望した場合 

   ・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

   ・利用中に体調が悪くなった場合 

   ・他のご利用者の生命または健康に重大な影響をあたえる行為があった場合 
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（３）サービスの終了 

① ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 

  ⇒サービスの終了を希望する日の前日までにお申し出下さい。 

② 当施設の都合でサービスを終了する場合 

  ⇒人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場

   合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

  ⇒以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

   ・ ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当 

 （自立）と認定された場合 

   ・ ご利用者がお亡くなりになった場合 

④ その他 

  ⇒当施設が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

ご利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または

当施設が破産した場合、ご利用者は文書で解約を通知することによって即座に

サービスを終了することができます。 

  ⇒ご利用者が、サービス利用料金の支払を１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう

催告したにもかかわらず７日以内に支払わない場合、またはご利用者やご家族

などが当施設や当施設のサービスご利用者に対して背信行為を行った場合は、

文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がござ

います。 

 

６．緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治

医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者、協力医療機関（秋

津鴻池病院）へ連絡をいたします。 

 

＜協力医療機関＞ 

医療機関の名称 医療法人鴻池会 秋津鴻池病院 

所在地 奈良県御所市池之内１０６４ 

診療科 内科 整形外科 精神科 循環器科 

 

７．損害賠償について 

 当施設において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は

速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合はこの

限りではありません。 
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８．サービス内容に関する苦情 

短期入所生活介護に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している

各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

  

国見苑 

電 話：０７４５－６３－１１０２ 

・苦情解決責任者 管理者 山本 茂雄 

・苦情受付担当者 主 任 梅田 智之 

また、ご意見箱を１階受付に設置しています。 

 

 

奈良県国民健康保険団体連合会 

〒６４４－００６ 奈良県橿原市大久保町３０２－１ 

奈良県市町村会館内 

電 話：０７４４－２１－６８１１（相談専用） 

：０１２０－２１－６８９９ 

ＦＡＸ：０７４４－２１－６８２２ 

 

 

奈良県運営適正化委員会 

〒６３４－００６１ 奈良県橿原市大久保町３２０－１１ 

奈良県社会福祉総合センター内 

電 話：０７４４－２９－１２１２（直通） 

ＦＡＸ：０７４４－２９－１２１２（直通） 

 

 

御所市役所 

〒６３９－２２９８ 奈良県御所市１－３ 

電 話：０７４５－６２－３００１（代） 

 

 

奈良県庁 

〒６３０－８５０１ 奈良県奈良市登大路町３０ 

電 話：０７４２－２２－１１０１（代） 
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９．非常災害対策 

 

 消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計

画に基づき、又消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行って

います。 

（１）防火管理者は営繕担当職員を当て、火元責任者には部署の代表者を当てる。 

（２）始業時・終業時には、火災危険防止のため、自主的に点検を行う。 

（３）非常災害要の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際には防火管理者が

   立ち会う。 

（４）非常災害設備には常に有効に保持するよう務める。 

（５）火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、

   自衛消防団を編成し、任務の遂行にあたる。 

（６）防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 

   ・防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）     年１回以上 

   ・利用者を含めた総合訓練              年１回以上 

   ・非常災害用設備の使用方法の徹底          随時 

（７）その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

 

１０．当施設の概要 

（１）事業者（法人）の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別  社会福祉法人 仁南会（じんなんかい） 

代 表 者 名  平 井 基 陽 

所 在 地 ・ 連 絡 先 

（住所）奈良県御所市柏原１５９４－１ 

（電話）０７４５－６３－１１０２ 

（FAX）０７４５－６３－１１０４ 

ＵＲＬ 

Ｅmail 

http://www.jinnankai.jp/ 

kunimien@jinnankai.jp 
 

（２）事業所の概要 
 事業所の名称  国見苑（くにみえん） 

所在地・連絡先 
（住所）奈良県御所市柏原１５９４－１ 
（電話）０７４５－６３－１１０２ 
（FAX）０７４５－６３－１１０４ 

事 業 所 番 号  ２９７０８０００２１ 
管理者の氏名  山 本 茂 雄 

 

１１．その他 

 

 上記に定めのないものは、介護保険法によるものとします。 
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＜ 重要事項説明書による利用料金表 ＞ 

 

○介護保険法による短期入所生活介護サービス費 

該当事業所区分：サービス提供体制強化（Ⅲ） 

居室区分 介護状態 基本料金 保険適用時負担額

要介護１ ６，２１０円／日 ６２１円／日

要介護２ ６，９２０円／日 ６９２円／日

要介護３ ７，６２０円／日 ７６２円／日

要介護４ ８，３３０円／日 ８３３円／日

個 室 

要介護５ ９，０３０円／日 ９０３円／日

要介護１ ７，０３０円／日 ７０３円／日

要介護２ ７，７４０円／日 ７７４円／日

要介護３ ８，４４０円／日 ８４４円／日

要介護４ ９，１５０円／日 ９１５円／日

多床室 

要介護５ ９，８５０円／日 ９８５円／日

サービス提供体制強化（Ⅲ） ６０円／日 ６円／日

夜勤職員配置（Ⅰ） １３０円／日 １３円／日体制 

看護体制（Ⅰ）※空床利用時 ４０円／日 ４円／日

送迎（片道） １，８４０円／回 １８４円／回

福祉施設療養食 ２３０円／日 ２３円／日

加算 

個別 

認知症行動・心理症状緊急対応 ２，０００円／日 ２００円／日

 

○介護保険法による介護予防短期入所生活介護サービス費 

該当事業所区分：サービス提供体制強化（Ⅲ） 

 

居室区分 介護状態 基本料金 保険適用時負担額

要支援１ ４，６４０円／日 ４６４円／日
個 室 

要支援２ ５，７７０円／日 ５７７円／日

要支援１ ５，１４０円／日 ５１４円／日
多床室 

要支援２ ６，３３０円／日 ６３３円／日

体制 サービス提供体制強化（Ⅲ） ６０円／日 ６円／日

送迎（片道） １，８４０円／回 １８４円／回

福祉施設療養食 ２３０円／日 ２３円／日
加算 

個別 

認知症行動・心理症状緊急対応 ２，０００円／日 ２００円／日
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●滞在費 

区 分 金 額（個室） 金 額（多床室）

第１段階 ３２０円／日 ０円／日

第２段階 ４２０円／日 ３２０円／日

第３段階 ８２０円／日 ３２０円／日

上記以外 １，４５０円／日 ３２０円／日

 

●食費 

区分  金  額 

第１段階  ３００円／日

第２段階  ３９０円／日

第３段階  ６５０円／日

上記以外  １，７５０円／日

 

●送迎交通費 

対象地域 内  容 利用料金 

 片道  ５㎞未満 １００円／回

 片道 １０㎞未満 ２００円／回

 片道 １５㎞未満 ３００円／回

実施地域外の交通費 

（御所市以外） 

 以下同様に５㎞加算につき １００円／回
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○他の利用費 

項目 内  容 利用料金 

１日あたり １，７５０円

朝 食 ３２０円

昼 食 ７４０円

食費 

内 訳 

夕 食 ６９０円

特別な食事 

（酒を含みます） 

ご希望に基づいて特別な食事を提供します。 実費相当額

理髪・美容 月に１回、専門業者による有料理髪・美容サー

ビスをご利用いただけます。 

１，３００円／回

～ 

日常生活上必要となる

諸費用 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に

要する費用でご利用者に負担いただくことが適

当であるものにかかる費用を負担いただきま

す。（タオル・歯磨き・歯ブラシ・ティッシュ・

石鹸・おしぼり・エプロン等） 

実費相当額

教養娯楽費 参加いただく施設のレクレーション、クラブ活

動参加費として、特に個別的な費用として材料

費相当額をご負担いただきます。 

実費相当額

通信費 電話・はがき・切手・コピー・ファックス等を

ご利用になった場合の費用です。 

実費相当額

（１０円～）

光熱水費 個人的に使用する（例えば電気器具の持込）場

合に実費相当額をご負担頂きます。 

電気ポット（３５円／日） 

冷蔵庫（２５円／日） 

テレビ（２０円／日） 

テレビデオ（３０円／日） 

ラジオ・ラジカセ（２０円／日） 

電気毛布（４０円／日） 

その他については、ご相談の上料金設定しご負

担いただきます。 

実費相当額

医薬品に関する費用 ガーゼ・ストマ装具・ウロパック等ご希望に応

じて提供した場合の費用です。 

実費相当額

設備備品等の利用 

または設備等の破損 

業者の請求に基づき、実費をご負担いただきま

す。 

実費相当額

クリーニング ご希望の場合は、職員までお申し付けください。 実費相当額

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあり

ます。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１か月前までにご説

明します。 
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重要事項説明書（別紙） 
平成２１年４月１日 

■サービス提供体制強化加算（Ⅲ）について 

 
介護保険法の規定により、サービスを提供する職員（介護職員、看護職員、生活相談員）

のうち、勤務年数３年以上の者が３０％以上の場合に加算されます。 

 

■夜勤職員配置加算（Ⅰ）について 

 
介護保険法の規定により、夜勤時間帯（午後１０時～翌日の午前５時）を含めた連続す

る１６時間の職員配置状況により算定されます。 

 

■実習生、研修生受け入れに伴うお願い 

 

当施設では社会福祉・介護福祉施設の役割・使命として、明日の福祉介護業界を担う人

材育成に寄与する事が求められています。そのため、年間を通じ介護実習生をはじめ、介

護福祉士、ホームヘルパー、社会福祉士、介護支援専門員、栄養士、医師、看護師、医療

技術等実習研修生を受け入れております。 

つきましては、指導者との場面に同行する場合がございます。ご利用者におかれまして

は、主旨・事情をご理解いただき、ご承諾・ご協力下さいますようにお願いいたします。
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＜変更履歴＞ 

平成１２年４月１日 

・介護保険法発足により作成しました。 

平成１２年６月１日 

・人員配置変更により基本費用を変更しました。（４．１：１→３．５：１） 

平成１３年１月１日 

・専用入所定員を変更しました。（３０床→２４床） 

平成１３年４月１日 

・人員配置変更により基本費用を変更しました。（３．５：１→３：１） 

平成１４年４月１日 

・専用入所定員を変更しました。（２４床→１５床） 

平成１５年４月１日 

・介護保険法改正により、基本費用・加算費用が変更になりました。 

平成１６年５月１日 

・「さうす国見」との分割により、職員配置基準を変更しました。 

平成１７年５月１日 

・「国見苑」改修工事により、職員配置基準、専用入所定員を変更しました。 

（１５床→０床） 

平成１７年１０月１日 

・介護保険法改正により、基本費用・居住費・食費が変更になりました。 

平成１７年１２月１日 

・「国見苑」改修工事終了により、職員配置基準、専用入所定員を変更しました。 

（０床→１５床） 

平成１８年２月１日 

・加算サービスに「栄養管理体制加算」を追加しました。 

平成１８年４月１日 

・介護保険法改正により、基本費用・加算が変更になりました。 

平成１８年１１月１日 

・管理者を変更しました。 

平成２０年１月１９日 

・法人の代表者を変更しました。 

平成２０年１０月１日 

・加算サービス「夜間看護体制加算」が経過措置終了により削除しました。 

平成２１年４月１日 

・介護保険法改正により、基本費用・加算が変更になりました。 

平成２３年５月１日 

・加算サービス「看護体制加算（空床利用時）」を追加しました。 

 


